
平成２０年７月２９日 

 

認定こども園の普及促進について 

 

 

認定こども園制度の普及促進等に関する検討会 
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 認定こども園は、幼稚園と保育所の制度の枠組みを超えて、小学校就学前の子ど

もに対し幼児教育・保育を一体的に提供するとともに、地域における子育て支援の

取り組みを充実させる新たな選択肢として導入された制度である。 

 平成１８年１０月の制度創設から１年が過ぎたことから、制度が保護者や地域の

ニーズに応えているかどうかを検証するため、施設を利用している保護者や施設、

地方公共団体に対し実態調査を行った。その結果、保護者の８割近く、施設の９割

以上が認定こども園を評価するなど、制度への期待が大きい一方、施設や地方公共

団体からは、省庁間や自治体間の連携充実、財政支援、会計処理・申請手続きの改

善、制度の普及啓発などについて今後の改善課題として求める声が大きかった。 

 平成１９年４月現在で９４件、２０年４月現在で２２９件と、認定こども園の認

定件数は増えつつあるが、制度が十分に活用されているとは言い難い。保護者や地

域の多様なニーズに応えることが可能であり、また国民からの期待も大きい認定こ

ども園制度の一層の普及促進を図るべく、以下の施策を展開していく。 

 

 

 
 

  ○ 「新待機児童ゼロ作戦」の集中重点期間（平成２０～２２年度）の緊急整

備のための資金等からなる「こども交付金」を創設し、国・地方による幼稚園・保

育所の枠組みを超えた総合的な財政支援を検討する。 

  ○ 国・都道府県・市町村を通じた交付金の申請・執行の一本化を推進する。 

 

 

 

１．こども交付金制度の創設等 
 
 

２．運用改善等 
 
 

別添２ 
 



 
 

 （１）会計処理の改善 

  ○ 負担金と補助金間の年度内資金貸借の弾力化 

  ○ こども交付金により、幼保の枠組みを超えた統合的な補助の仕組みを整備

し、経理処理も含めた補助手続きを改善 

  ○  会計処理弾力化へ向けた専門家も交えた具体的検討の実施 
 

 （２）制度の普及啓発等 

  ○ 認定こども園パンフレットや好事例集の作成 

○ 認定こども園制度のQ＆Aの改訂・充実及びHP掲載（アンケートの結果、 

制度上可能であるのに不可能と誤認されているケースへの対応等） 

○ 全国の認定こども園との継続的な意見交換及び情報交換や、地方への認定 

こども園制度の説明等の実施 
 

 （３）認定申請手続等の簡素化 

○ 認定に係る申請手続等に関する事務マニュアル作成 
 

 （４）監査事務の簡素化 

  ○ 一定の条件を満たした場合の監査の簡素化についての具体的検討の実施 

○ 監査事務に関するガイドラインの作成 
 

 （５）その他 

  ○ 幼保連携型の保育所定員と単価の適用区分に関して、認定こども園である

ことが不利にならないような取扱いについて検討 

  ○ 認定こども園を構成する認可外保育施設の児童に対する災害共済給付適用

について、認定こども園の制度改善・制度改正とあわせて検討 

○ 国庫補助により整備された施設の認定こども園への転用（財産処分）手続 

きの簡素化 

○ 幼稚園教員免許資格、保育士資格のさらなる併有促進へ向けた具体的方策 

について、幼稚園教員、保育士資格の双方において検討  

 

 

 

 
 

 ○ 認定こども園の制度改革に向けた検討については、地方公共団体、利用者等

の関係者の意見を踏まえ、平成２０年度中に結論を得ることとする。 

 

３．認定こども園の制度改革の検討 
 
 


